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株主還元方針の見直しに関するお知らせ 

 

 

名古屋銀行（頭取 藤原一朗）は、本日開催の取締役会にて株主還元方針の見直しについて決議いたしまし

たので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．変更内容 

変更前 変更後 

資本の健全性、成長投資の機会との最適なバラン

スの株主還元を行ってまいります。 

株主還元は配当と自己株式の取得を合わせ、総還

元性向30％以上を目安といたします。 

資本の健全性、成長投資の機会との最適なバラン

スの株主還元を行ってまいります。 

株主還元は配当性向30％を目処といたします。ま

た、自己株式取得については、引き続き資本効率

の向上に資する株主還元策として機動的に実施い

たします。 

 

 

２．変更理由 

   当行グループでは、企業価値向上に向けた資本・財務戦略の一環として、健全性維持と収益・成長投

資のバランスを勘案しつつ株主還元の充実を進めてまいりました。持続的な成長戦略に取組む中、今般、

株主のみなさまに対する利益還元のさらなる充実に向け、株主還元方針を上記のとおり変更することと

いたしました。 

 

 

３．変更の時期 

   2023 年度（2024 年３月期）より適用いたします。 

 

以 上 


